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交
通
事
故
の
被
害
者
が
、
加
害
車
両
運
転
者
と
の
闘
で
他
の
自
動
車
に
つ

き
自
動
車
総
合
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
た
保
険
会
社
に
対
し
、
他
車
運

転
危
険
担
保
特
約
に
基
づ
き
保
険
金
の
支
払
を
請
求
し
た
事
実
に
つ
い
て
、

加
害
車
両
が
自
動
車
総
合
保
険
契
約
の
他
車
運
転
危
険
担
保
特
約
第
二
条

た
だ
し
書
き
に
い
う
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」
に
該
当
す
る
と
し
て
、

林

立身

同
特
約
に
基
づ
く
保
険
金
の
支
払
請
求
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例

東
京
高
裁
平
成
一
三
年
四
月
一

O
日
判
決
(
平
成
一
一
一
年
(
ネ
)
第
六

二
四
六
号
、
損
害
賠
償
請
求
控
訴
事
件
)
判
例
時
報
一
七
六
一
号
七
九

頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一

O
二
号
二
五
四
頁
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判例研究

【
事
実
】
Y
は
、
平
成
九
年
七
月
八
日
に
、
本
件
加
害
車
両
(
自
家
用
軽
四
輪
貨

物
車
、
以
下
で
は
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
プ
と
い
う
)
を
運
転
中
、
財
布
内
か
ら

メ
モ
用
紙
を
探
し
出
す
こ
と
に
気
を
と
ら
れ
て
、
道
路
左
端
を
同
一
方
向

に
進
行
し
て
い
た

X
運
転
の
自
転
車
に
、
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
の
前
部
を
衝

突
さ
せ
、

X
を
路
上
に
転
倒
さ
せ
た
。
こ
の
事
故
に
よ
り
負
傷
し
た

X
は、

本
訴
に
お
い
て
、
本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
を
運
転
し
て
い
た
Y
に
対
し
て
民
法

七
O
九
条
に
基
づ
き
、
本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
を
所
有
す
る
V
H

に
対
し
て
は
、

自
賠
法
三
条
に
基
づ
き
、
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
、

X
は、

Y
が
所
有
し
て
い
た
自
動
車
(
被
保
険
自
動
車
。

セ
ド
リ
ッ
ク
)
に
つ
い
て
、
自
家
用
自
動
車
総
合
保
険
契
約
(
以
下
で
は
、

本
件
保
険
契
約
と
い
う
)
を
締
結
し
て
い
た
も
保
険
会
社
に
対
し
て
、
本

件
保
険
契
約
に
付
帯
さ
れ
て
い
た
他
車
運
転
危
険
担
保
特
約
(
以
下
で
は
、

本
件
特
約
と
い
う
)
に
基
づ
き
、
保
険
金
の
支
弘
を
求
め
た
。

原
審
判
決
(
東
京
地
判
平
成
一
一
一
年
一
一
月
六
日
判
例
時
報
一
七
六
一

号
八
三
頁
)
は
、

vu
に
過
失
が
あ
り
、

V
H
は
、
「
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
を
保

有
し
、
自
己
の
た
め
に
運
行
の
用
に
供
し
て
い
た
」
と
し
、

vu
及
び
V

幻は

X
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
が
あ
る
も
の
と
判
断
し
た
。
原
審
判
決
は
、

そ
の
損
害
の
額
に
つ
い
て
、
そ
の
損
害
総
額
六
一
七
三
万
O
九
七
二
円
か

ら
、
既
払
金

(
V
U

が
支
払
っ
た
休
業
損
害
及
び
自
賠
責
保
険
か
ら
支
払
を

受
け
た
保
険
金
の
合
計
二
二
八
七
万
O
四
一
九
円
)
を
差
し
引
き
、
こ
れ

に
弁
護
士
費
用
(
三

O
O
万
円
)
を
加
え
た
額
で
あ
る
三
二
八
六
万
四
三

一
六
円
と
認
定
し
、

vu
及
び
V
H

に
連
帯
し
て
そ
の
支
払
を
な
す
こ
と
を
命

ド
)
れ
~
。
vu
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
は
、

vu
が
、
被
保
険
自
動
車
が
譲
渡
さ
れ

た
場
合
に
は
、
入
品
川
田
車
両
の
取
得
に
通
常
必
要
な
期
間
で
あ
る
一
一
一
0
日
間
、

仮
定
的
に
二
か
月
を
超
え
な
い
期
間
に
限
っ
て
、
本
件
特
約
が
適
用
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、

Y
所
有
自
動
車
が
譲
渡
さ
れ
て
か
ら
五
か
月
後
の
本
件

事
故
に
は
本
件
特
約
の
適
用
が
な
い
、
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
は
本
件
特
約
第

二
条
た
だ
し
書
き
に
い
う
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」
に
該
当
す
る
か
ら
、

Y
は
保
険
金
を
支
払
う
義
務
が
な
い
と
主
張
し
た
。

原
審
判
決
は
、
被
保
険
自
動
車
が
譲
渡
さ
れ
た
後
に
生
じ
た
本
件
事
故

に
本
件
特
約
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
、
さ
ら
に
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ

は
本
件
特
約
第
二
条
た
だ
し
書
き
に
い
う
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」
に

は
該
当
し
な
い
も
の
と
解
し
、

X
の
Y
に
対
す
る
請
求
を
認
容
し
た
。
そ

の
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
、
「
「
常
時
使
用
し
て
い
る
場
合
」
と
は
、

被
保
険
者
や
そ
の
家
族
が
、
そ
の
使
用
状
況
に
照
ら
し
て
、
事
実
上
所
有

し
て
い
る
の
と
同
程
度
の
支
配
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
場
合

を
指
す
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
:
:
:
認
定
し
た
事
実
に
よ
れ

ば
、
被
告
Y
は
、
約
三
か
月
間
と
い
う
長
期
間
に
わ
た
っ
て
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ

北法55(1・210)210 
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ブ
を
通
勤
に
使
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
使
用
の
実
態
の
詳
細

は
明
か
で
は
な
い
。
:
:
:
使
用
期
間
は
長
く
使
用
頻
度
も
高
い
も
の
の
、

結
局
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
使
用
目
的
が
限
定
さ
れ
て

お
ら
ず
そ
の
裁
量
が
広
範
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
か
、
使
用
期
間
も
無
制

限
で
あ
っ
た
と
か
、
維
持
管
理
を
被
告
Y
が
行
っ
て
い
た
な
ど
の
事
情
を

認
め
る
に
は
足
り
な
い
か
ら
、
事
実
上
所
有
し
て
い
る
の
と
同
程
度
の
支

配
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
評
価
す
る
に
は
な
お
足
り
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
:
:
:
し
た
が
っ
て
、
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
は
「
常
時
使
用
す
る
自
動

車
」
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

し
か
し
、

vu
が
控
訴
し
た
。
本
判
決
は
、
被
保
険
自
動
車
が
譲
渡
さ
れ

た
後
に
発
生
し
た
本
件
事
故
に
本
件
特
約
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
肯
定
し

た
が
、
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
以
下
の
と
お
り
に
認
定

し
た
う
え
で
、
【
判
旨
】
に
引
用
し
た
理
由
に
基
づ
き
、
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ

ブ
は
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」
に
該
当
す
る
と
解
し
て
、

V
M
の
敗
訴
部

分
に
関
す
る
原
判
決
を
取
り
消
し
、

X
の
も
に
対
す
る
請
求
を
棄
却
し
た
。

本
判
決
が
、
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
認
定
し
た
事
実

は
、
以
下
の
川
か
ら
凶
の
と
お
り
で
あ
る
。

川
「
Y
は
、
平
成
元
年
か
ら
塗
装
業
を
営
み
、
従
前
は
二
ト
ン
ト
ラ
ッ

ク
一
台
、
ハ
イ
エ

l
ス
一
台
を
所
有
し
て
い
た
。

Y
が
使
用
で
き
る

自
動
車
と
し
て
は
他
に
家
族
名
義
の
自
家
用
普
通
乗
用
自
動
車
が

あ
っ
た
。

Y
は
、
平
成
九
年
四
月
こ
ろ
、
友
人
の

A
に
ハ
イ
エ

l
ス

を
売
却
し
、
代
わ
り
に
同
人
か
ら
本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
を
譲
り
受
け
た
。

本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
は
同
年
一
一
月
八
日
で
車
検
切
れ
と
な
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。

V
H
は
、
車
検
が
切
れ
た
ら
廃
車
に
す
る
つ
も
り
で
、

本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
に
つ
き
、
名
義
変
更
も
せ
ず
、
任
意
保
険
に
も
加

入
し
な
か
っ
た
。
」

ω
「
Y
は
、
平
成
九
年
二
月
一
日
か
ら
V
H
の
も
と
で
働
く
よ
う
に
な
っ

た。

vu
は、

vu
車
両
[
被
保
険
自
動
車
。
引
用
者
注
]
を
中
古
自
動

車
販
売
庖
に
売
却
し
、
同
月
一
一
一
一
日
、

B
に
名
義
を
移
転
し
た
た
め
、

そ
の
後
の
通
勤
に
は
、
知
人
か
ら
借
用
し
て
い
た
ト
ヨ
タ
マ

l
ク
E

な
ど
を
使
用
し
て
い
た
が
、
同
月
四
月
こ
ろ
に
V

れ
が
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ

ブ
を
入
手
し
て
か
ら
は
、

V

れ
か
ら
本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
を
通
勤
用
に
借

用
し
、
こ
れ
を
毎
日
の
通
勤
に
使
用
し
て
い
た
。
」

ω
「V
U
は
、
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
を
通
勤
用
に
使
用
し
始
め
て
か
ら
約
三

か
月
後
の
平
成
九
年
七
月
八
日
に
本
件
事
故
を
発
生
さ
せ
た
。
」

凶
本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
の
「
V
U
及
び
巴
の
供
述
か

ら
は
、

V
H
が
れ
に
本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
を
通
勤
用
に
使
用
さ
せ
る
一
方

で、

V

幻
自
身
も
必
要
に
応
じ
て
本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
を
使
用
し
て
い
た

と
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
他
に
こ
れ
を
認

め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
」

北法55(1.211)211
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【
判
旨
】
原
判
決
取
消
、
請
求
棄
却
。

「
本
件
特
約
は
、
保
険
契
約
者
等
が
臨
時
に
被
保
険
自
動
車
以
外
の
自

動
車
を
運
転
中
に
起
こ
し
た
事
故
に
つ
い
て
も
、
二
疋
の
要
件
の
も
と
に
、

本
件
保
険
契
約
の
担
保
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
件
特
約
二
条
は
、
ま
ず
保
険
契
約
者
等
が
「
所
有
す
る
自
動
車
」
を

本
件
特
約
に
お
け
る
「
他
の
自
動
車
」
か
ら
除
外
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
所

有
す
る
自
動
車
」
に
は
一
年
以
上
を
期
間
と
す
る
貸
借
契
約
に
よ
り
借
り

入
れ
た
自
動
車
が
含
ま
れ
て
い
る
。
同
条
は
、
更
に
こ
れ
を
補
完
す
る
た

め
に
、
保
険
契
約
者
等
が
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」
を
「
他
の
自
動
車
」

か
ら
除
外
し
て
い
る
。

一
年
以
上
を
期
間
と
す
る
貸
借
契
約
に
よ
り
借
り
入
れ
た
自
動
車
が

「
所
有
す
る
自
動
車
」
と
し
て
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
本
件
特
約
は
被

保
険
自
動
車
以
外
の
自
動
車
を
臨
時
に
運
転
中
に
起
こ
し
た
事
故
を
対
象

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」

に
は
、
一
年
に
満
た
な
い
期
間
で
あ
っ
て
も
一
時
的
に
借
り
入
れ
た
と
評

価
で
き
な
い
程
の
期
間
の
貸
借
契
約
に
よ
り
借
り
入
れ
た
自
動
車
で
あ
っ

て
、
そ
の
貸
借
期
間
中
は
借
主
に
お
い
て
通
常
の
使
用
方
法
に
よ
り
自
由

に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含
む
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
「
常
時
使
用
」
と
い
う
文
言
か
ら
み
て
も
、
そ
の
使
用
状
況

に
照
ら
し
て
、
事
実
上
所
有
し
て
い
る
も
の
と
評
価
し
得
る
程
の
支
配
力

を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
す
る
の
は
相
当
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
使
用
の
形
態
か
ら
み
て
日
常
的
に
使
用
し
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
、

そ
れ
が
個
別
的
、
一
時
的
な
使
用
許
可
で
は
な
く
、
包
括
的
な
使
用
許
可

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
観
点
か
ら
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」

に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る。」「
前
記
1
の
認
定
事
実
[
【
事
実
】
の
川
か
ら
凶
の
事
実
。
引
用
者
注
]

に
よ
れ
ば
、

vu
は
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
を
本
件
事
故
発
生
ま
で
の
約
三
か
月

間
Y
か
ら
通
勤
用
に
借
用
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
期
間
中
は

貸
主
で
あ
る
V

口
の
包
括
的
な
使
用
許
可
に
よ
り
、

vu
に
お
い
て
通
常
の
使

用
方
法
に
よ
り
自
由
に
本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
も

の
と
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
三
か
月
と
い
う
借
入
期
間
は
一
時
的
な
い
し
臨

時
と
い
う
概
念
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
事
故
に
お
い
て
本
件

ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
は
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」
に
該
当
す
る
と
判
断
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
。
」

北法55(1・212)212

【
評
釈
】
本
件
特
約
第
二
条
た
だ
し
書
き
に
い
う
「
常
時
使
用
す
る
自
動

車
」
に
つ
い
て
の
従
来
の
判
例
の
解
釈
、
お
よ
び
、
認
定
さ
れ
た
事
実
を

前
提
と
す
る
と
、
本
判
決
の
結
論
は
正
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

本
件
事
故
は
、
本
件
保
険
契
約
の
被
保
険
自
動
車
が
譲
渡
さ
れ
て
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か
ら
約
五
か
月
後
に
、
仏
が
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
を
運
転
し
て
発
生
さ
せ
た

事
故
で
あ
る
。
本
件
特
約
は
本
件
保
険
契
約
に
付
帯
さ
れ
て
い
る
特
約
で

あ
る
か
ら
、
被
保
険
自
動
車
の
譲
渡
後
で
あ
っ
て
も
、
本
件
保
険
契
約
が

有
効
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
本
判
決
は
、
結
論
に
お
い
て
本
件
特
約

の
適
用
を
肯
定
し
て
お
り
、
こ
の
結
論
は
、
以
下
の
と
お
り
、
正
当
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

山
本
件
保
険
契
約
に
よ
れ
ば
、
被
保
険
自
動
車
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、

保
険
契
約
上
の
権
利
義
務
は
譲
受
人
に
移
転
し
な
い
が
、
譲
渡
人
が
譲
渡

す
る
旨
を
通
知
し
、
保
険
会
社
が
承
認
し
た
と
き
に
は
、
譲
受
人
に
移
転

(1) 

す
る
(
普
通
保
険
約
款
一
般
条
項
第
五
条
第
一
項
)
。
本
件
に
お
い
て
、

Y
は
、
被
保
険
自
動
車
を
中
古
自
動
車
販
売
応
に
売
却
し
、

B
に
名
義
を

移
転
し
た
が
、

v
h
に
保
険
契
約
上
の
権
利
義
務
を
譲
受
人
に
譲
渡
す
る
旨

を
通
知
し
、
か
っ
、
も
が
承
認
し
た
と
い
う
事
実
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
法
律
上
、
本
件
保
険
契
約
上
の
権
利
義
務
い
か

ん
が
問
題
と
な
る
が
、
本
判
決
は
「
保
険
契
約
者
の
も
と
に
残
る
も
の
と

定
め
ら
れ
て
い
る
」
も
の
と
解
し
、
普
通
保
険
約
款
一
般
条
項
第
五
条
第

(2) 

一
項
を
引
用
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
理
論
上
は
、
被
保
険
自
動
車

が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
被
保
険
利
益
が
消
滅
し
、
本
件
保
険
契
約
は
失
効

し
、
し
た
が
っ
て
、
本
件
保
険
契
約
上
の
権
利
義
務
は
消
滅
す
る
と
解
す

(

3

)

(

4

)

 

る
余
地
が
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
件
特
約
第
七
条
第
二
項
は
、
本

件
特
約
の
適
用
に
お
い
て
は
、
「
普
通
保
険
約
款
一
般
条
項
第
五
条
(
被

(5) 

保
険
自
動
車
の
譲
渡
)
第
二
項
の
規
定
」
を
適
用
し
な
い
旨
を
定
め
て
い

る
。
被
保
険
自
動
車
の
譲
渡
は
、
多
く
の
場
合
に
買
替
を
前
提
と
し
て
な

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
件
特
約
第
七
条
第
二
項
は
、
入
替
自
動
車
の
取
得

ま
で
の
期
間
、
他
人
所
有
の
自
動
車
運
転
の
危
険
を
担
保
す
る
必
要
が
強

(6) 

い
こ
と
を
考
慮
し
て
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
ろ
う
。
普
通
保
険
約
款
一
般

条
項
第
五
条
と
本
件
特
約
第
七
条
第
二
項
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
的

(7) 

な
説
明
に
は
議
論
の
余
地
が
な
い
で
は
な
い
が
、
被
保
険
自
動
車
の
譲
渡

後
で
あ
っ
て
も
、
本
件
に
お
い
て
本
件
特
約
の
適
用
が
あ
る
と
い
う
結
論

に
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ω
本
件
特
約
第
七
条
第
二
項
は
、
被
保
険
自
動
車
の
譲
渡
後
に
、
新

規
に
自
動
車
を
取
得
す
る
ま
で
の
通
常
の
期
間
を
前
提
と
し
た
規
定
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
な
い
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
後
の
一
定
期

間
に
限
っ
て
、
本
件
特
約
の
適
用
を
認
め
れ
ば
足
り
る
と
い
う
考
え
は
、

必
ず
し
も
不
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

vu
は
、
「
被
保
険
自
動
車
が
譲
渡

さ
れ
た
場
合
は
、
入
替
車
両
の
取
得
に
通
常
必
要
な
期
間
で
あ
る
一
一
一
0
日

間
、
仮
定
的
に
二
か
月
を
超
え
な
い
期
間
に
限
っ
て
、
本
件
特
約
が
適
用

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。

し
か
し
、
本
件
特
約
第
七
条
第
二
項
で
は
、
こ
の
期
間
を
制
限
す
る
旨

が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

V
H
の
主
張
す
る
「
三
0
日
間
」
の
期
間
は
、
被
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保
険
自
動
車
の
入
替
の
場
合
に
関
す
る
普
通
保
険
約
款
お
よ
び
特
約
を
念

頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
人
が
譲
渡
後
に
新
た
に

自
動
車
を
取
得
し
た
(
車
両
の
入
替
の
)
場
合
、
譲
渡
人
が
入
替
の
承
認

を
請
求
し
、
保
険
会
社
が
承
認
し
た
と
き
に
は
、
新
規
に
取
得
し
た
自
動

(
8
)
 

車
に
つ
い
て
、
本
件
保
険
契
約
の
適
用
が
あ
る
。
本
件
保
険
契
約
に
は
、

「
被
保
険
自
動
車
の
入
替
に
お
け
る
自
動
担
保
特
約
」
が
付
加
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
特
約
に
よ
れ
ば
、
被
保
険
自
動
車
に
つ
い
て
譲
渡
等
が
な
さ
れ
、

そ
の
代
替
と
し
て
新
た
に
取
得
等
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
自
動
車
検
査

証
に
所
有
者
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
日
の
翌
白
か
ら
起
算
し
て
三
O
日
以

内
に
、
保
険
契
約
者
が
被
保
険
自
動
車
の
入
替
の
承
認
請
求
を
し
、
保
険

会
社
が
受
領
し
た
と
き
に
限
り
、
記
載
日
か
ら
承
認
ま
で
の
聞
は
、
入
替

(9) 

自
動
車
を
被
保
険
自
動
車
と
み
な
し
、
本
件
保
険
契
約
が
適
用
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
特
約
に
定
め
る
期
間
が
、
本
件
特
約
第
七
条
第
二
項
に
ま

で
及
ぶ
と
す
る
根
拠
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
が
述
べ
る
と
お
り
、

被
保
険
自
動
車
が
「
譲
渡
さ
れ
て
か
ら
約
五
か
月
後
に
発
生
し
た
本
件
事

故
に
つ
い
て
も
本
件
特
約
の
適
用
が
あ
る
」
と
解
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ

、つノ
O

本
件
に
お
い
て
、

Y
は
所
有
者

L
の
承
諾
を
得
て
、
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ

を
使
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、

Y
は
、
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
の
譲
渡
を
受
け

た
後
に
、
任
意
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
件
に
お
い
て
、

vu
が
も
と
締
結
し
て
い
た
本
件
保
険
契
約
及
び
こ
れ
に
付
帯
さ
れ
て
い
る

本
件
特
約
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
。

二
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
は
自
家
用
軽
四
輪
貨
物
車
で
あ
り
、
そ
の
所
有

(
叩
)

者
は
個
人
で
あ
る

Y
で
あ
る
か
ら
、
本
件
特
約
の
適
用
が
あ
る
。
本
件
特

約
の
適
用
が
あ
る
場
合
、
保
険
会
社
は
、
記
名
被
保
険
者
等
が
、
「
他
の

自
動
車
」
を
運
転
し
て
、
対
人
事
故
ま
た
は
対
物
事
故
に
よ
っ
て
法
律
上

の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
る
損
害
に
対
し
て
、
保

(
日
)

険
金
を
支
払
う
。
な
お
、
本
件
特
約
に
つ
い
て
は
、
割
増
保
険
料
が
徴
収

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
本
件
特
約
に
よ
る
危
険
担
保
は
無
償

(
円
以
)

の
拡
張
担
保
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
本
件
特
約
第
二
条
は
、
そ
の
本
文
に
お
い
て
、
「
他
の
自
動

車
」
を
定
義
し
、
こ
れ
を
記
名
被
保
険
者
等
が
例
「
所
有
す
る
自
動
車
」

(
日
)

以
外
の
自
動
車
と
規
定
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
た
だ
し
書
き
に
お
い
て
、
「
他

の
自
動
車
」
か
ら
、
記
名
被
保
険
者
等
が
刷
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」

(U) 

を
除
外
し
て
い
る
。

本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
は
、

Y
の
所
有
す
る
自
動
車
で
あ
る
か
ら
、
例
の
「
所

有
す
る
自
動
車
」
に
は
該
当
し
な
い
が
、
川
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か

が
問
題
と
な
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
特
約
は
、
川
「
常
時
使
用

す
る
自
動
車
」
の
概
念
を
定
め
て
い
な
い
。
原
審
判
決
は
、
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ

ブ
が
常
時
使
用
す
る
自
動
車
に
該
当
し
な
い
と
解
し
て
、

v
u
の
責
任
を
認
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め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
該
当
す
る
も
の
と
し
、

Y
の
責
任
を

(
日
)

否
定
し
た
。
本
件
特
約
の
趣
旨
・
目
的
が
、
被
保
険
者
等
が
、
「
一
時
的

(

日

)

(

口

)

に
」
な
い
し
「
臨
時
に
」
、
被
保
険
自
動
車
以
外
の
自
動
車
(
以
下
で
は
、

他
車
と
す
る
)
を
運
転
す
る
場
合
の
危
険
を
無
償
で
担
保
す
る
こ
と
に
あ

(
凶
)

る
点
に
つ
い
て
は
、
判
例
及
び
学
説
に
お
い
て
は
異
論
を
見
な
い
。
原
審

判
決
及
び
本
判
決
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
同
一
の
見
解
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
特
約
に
い
う
川
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」

の
解
釈
に
お
い
て
は
、
理
論
上
は
異
な
る
立
場
を
採
用
し
て
い
る
か
に
見

え
る
。

民事判例研究

原
審
判
決
は
、
「
常
時
使
用
し
て
い
る
場
合
」
と
は
「
被
保
険
者

や
そ
の
家
族
が
、
そ
の
使
用
状
況
に
照
ら
し
て
、
事
実
上
所
有
し
て
い
る

の
と
同
程
度
の
支
配
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
場
合
」
を
い
う

と
解
す
る
(
以
下
で
は
、
支
配
説
と
い
う
)
。
学
説
に
お
い
て
は
、
支
配

(
ゆ
)

説
に
類
似
す
る
説
が
な
い
で
は
な
い
が
、
「
支
配
」
に
つ
い
て
「
事
実
上

所
有
し
て
い
る
の
と
同
程
度
」
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
す
る
点
は
、

支
配
説
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。

支
配
説
を
採
用
す
る
先
例
と
し
て
は
、
【
1
】
東
京
地
判
平
成
一
一
年

(
初
)

二
月
九
日
判
例
時
報
一
六
八
四
号
一
O
四
頁
が
あ
り
、
川
は
「
そ
の
使
用

状
況
に
鑑
み
て
、
事
実
上
被
保
険
者
等
が
所
有
し
て
い
る
も
の
と
評
価
し

得
る
程
の
支
配
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
自
動
車
を
指
す
も
の
と
解
」
し
て
い

る
0

【
1
】
判
決
は
、
被
保
険
自
動
車
を
修
理
に
出
し
て
い
る
聞
の
代
替

車
両
に
つ
い
て
、
被
保
険
者
に
は
「
処
分
権
が
な
か
っ
た
こ
と
」
、
「
本
件

他
車
に
対
す
る
使
用
権
限
も
、
当
初
か
ら
期
間
が
限
定
さ
れ
て
」
い
た
こ

と
、
実
際
の
「
使
用
期
間
も
、
借
り
受
け
て
か
ら
本
件
事
故
を
惹
起
す
る

ま
で
の
二
週
間
足
ら
ず
に
過
ぎ
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
支
配
の
程

度
が
、
事
実
上
の
所
有
と
評
価
し
得
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、

(
幻
)

当
該
代
替
車
両
は
川
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
。

支
配
説
は
、
本
件
特
約
中
に
お
い
て
、
「
他
の
自
動
車
」
に
該
当
し
な

い
場
合
と
し
て
、
同
一
条
項
に
お
い
て
、
例
の
場
合
に
引
き
続
き
、
そ
の

た
だ
し
書
き
と
し
て
似
の
場
合
が
規
定
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
す
る
と
、

川
の
場
合
は
同
の
場
合
と
同
様
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
も
の
と

解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
支
配
説
は
、
例
に
本

件
特
約
の
適
用
が
な
い
と
す
る
理
由
は
、
保
険
料
の
不
当
な
節
約
を
防
止

す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
の
理
由
は
、
川
の
場
合
に
も
同
様
に
妥
当
す
る

と
主
張
す
る
。
以
上
の
二
点
を
根
拠
と
し
て
、
支
配
説
は
、
川
の
場
合
は
、

例
の
場
合
|
l
す
な
わ
ち
、
被
保
険
者
等
が
所
有
す
る
白
動
車
の
場
合

に
|
|
準
ず
る
場
合
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
と
解
し
、
川
川
の
概
念
に

つ
い
て
、
前
述
の
解
釈
を
主
張
す
る
。

四
川
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
川
に
は
、
「
一
年
に
満
た
な

い
期
間
で
あ
っ
て
も
一
時
的
に
借
り
入
れ
た
と
評
価
で
き
な
い
程
の
期
間
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の
貸
借
契
約
に
よ
り
借
り
入
れ
た
自
動
車
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
期
間
中
は

借
主
が
「
通
常
の
使
用
方
法
に
よ
り
自
由
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
」
を
含
む
と
解
す
る
。
こ
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
本
判
決
は
、
川
に

該
当
す
る
か
否
か
は
、
被
保
険
者
等
が
「
使
用
形
態
か
ら
み
て
日
常
的
に

使
用
し
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
個
別
的
、
一
時
的
な
使
用
許
可

で
は
な
く
、
包
括
的
な
使
用
許
可
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
観
点

か
ら
」
判
断
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
(
以
下
で
は
、
使
用
形
態
説
と
い
う
)
。

本
判
決
が
指
摘
す
る
根
拠
は
、
本
件
特
約
に
お
い
て
、
一
年
以
上
を
期
間

と
す
る
貸
借
契
約
に
よ
り
借
り
入
れ
た
自
動
車
が
「
所
有
す
る
自
動
車
」

と
し
て
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
本
件
特
約
第
二
条
本
文
)
、
及
び
、
本

件
特
約
の
趣
旨
・
目
的
で
あ
る
。

使
用
形
態
説
を
採
用
し
た
先
例
は
、
【

2
】
鳥
取
地
判
昭
和
五
三
年
六

月
一
二
日
交
通
民
集
一
二
巻
五
号
一
一
一
一
一
一
一
頁
で
あ
ろ
う
。
同
判
決
は
、

本
件
特
約
の
趣
旨
・
目
的
は
、
(
ア
)
被
保
険
者
が
た
ま
た
ま
他
の
自
動

車
を
使
用
し
た
場
合
に
、
「
使
用
型
態
が
被
保
険
自
動
車
自
体
の
使
用
と

同
一
視
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
、
事
故
発
生
の
危
険
性
が
被
保
険
自
動
車

に
つ
い
て
予
測
さ
れ
た
保
険
事
故
発
生
の
危
険
性
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る

と
い
う
限
度
に
お
い
て
、
他
の
自
動
車
の
運
行
中
の
事
故
を
も
保
険
給
付

の
対
象
と
」
す
る
こ
と
に
あ
り
、
(
イ
)
本
件
特
約
が
川
を
「
他
の
自
動

車
」
か
ら
除
外
し
た
理
由
は
、
「
被
保
険
者
が
常
時
そ
の
支
配
下
に
置
い

て
使
用
す
る
他
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
自
動
車
と
は
別
個
に
事

故
発
生
の
危
険
性
を
評
価
す
る
必
要
が
あ
り
、
被
保
険
自
動
車
に
つ
い
て

の
保
険
事
故
発
生
の
危
険
性
の
予
測
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約

を
他
の
自
動
車
に
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
。

以
上
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
同
判
決
は
、
当
該
自
動
車
に
つ
い
て
、
「
被

保
険
者
が
常
時
そ
の
支
配
下
に
お
い
て
使
用
す
る
他
の
自
動
車
」
で
あ
る

か
を
問
題
と
し
て
い
る
。(勾
)

そ
の
後
の
多
数
の
判
決
は
、
【

2
}
判
決
と
同
様
に
、
常
時
使
用
す
る

自
動
車
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
の
使
用
形

態
い
か
ん
を
問
題
と
し
て
い
る
(
六
凶
参
照
)
0

本
判
決
も
、
使
用
形
態

説
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
を
具
体
的
に
本
件
に
適
用
し
、
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ

プ
は
常
時
使
用
す
る
自
動
車
に
該
当
す
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。

(
お
)

同
学
説
に
お
い
て
は
、
支
配
説
に
類
似
す
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
、

学
説
の
多
数
は
、
本
判
決
と
同
旨
の
使
用
形
態
説
を
支
持
し
て
き
た
も
の

(M) 

と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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五
本
件
特
約
の
規
定
の
構
造
、
文
言
及
び
趣
旨
・
目
的
を
考
慮
す
る

と
、
支
配
説
に
は
問
題
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
使
用
形
態
説
を
支
持
す
べ

き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

山
川
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」
に
い
う
「
常
時
」
と
い
う
文
一
言
は
、

自
動
車
の
使
用
形
態
に
関
連
す
る
文
言
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
自
然
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で
あ
ろ
う
。
川
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
際
し
、
他
車
の
使
用

形
態
い
か
ん
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ
と
は
、
本
件
特
約
の
文
言
に
適
合

す
る
で
あ
ろ
う
。

∞
本
件
特
約
第
二
条
本
文
は
、
特
約
の
適
用
が
あ
る
「
他
の
自
動
車
」

の
範
囲
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。
そ
の
た
だ
し
書
き
は
、
本
文
を
補
完
す

(
お
)

る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
【
1
】
判
決
は
、
川
に
関

す
る
本
件
特
約
第
二
条
た
だ
し
書
き
は
、
制
に
関
す
る
本
件
特
約
第
二
条

本
文
と
「
同
様
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
自

然
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
本
件
特
約
は
、
そ
の
文
言
を
前
提
と
す
る
と
、
他
車
の
「
所

有
形
態
」
(
本
件
特
約
第
二
条
本
文
)
の
ほ
か
に
、
そ
の
「
使
用
形
態
」

に
着
目
し
て
(
本
件
特
約
第
二
条
た
だ
し
書
き
て
そ
の
適
用
の
有
無
を

定
め
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
ほ
か
な
い
。
常
時
使
用
の
概
念
に
お
い
て
、

そ
の
所
有
形
態
に
注
目
す
る
支
配
説
は
、
本
件
特
約
の
規
定
の
仕
方
に
は

適
合
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
支
配
説
を
主
張
す
る

{
1
】
判
決
は
、
使
用
形
態
説
に
よ
れ
ば
常

時
使
用
の
概
念
が
明
確
で
は
な
く
、
ひ
い
て
は
、
本
件
特
約
の
適
用
に
関

す
る
予
測
可
能
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
と
主
張
す
る
。
し
か

し
、
常
時
使
用
の
概
念
な
い
し
判
断
基
準
が
明
確
で
は
な
い
と
い
う
批
判

は
、
使
用
形
態
説
(
六
参
照
同
凶
参
照
)
の
ほ
か
に
、
実
は
支
配
説
な
い

し
支
配
説
に
類
似
す
る
学
説
に
も
、
あ
る
程
度
は
妥
当
す
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
使
用
状
況
に
鑑
み
て
、
「
事
実
上
被
保
険
者
等
が
所
有
し
て

い
る
も
の
と
評
価
し
う
る
程
」
の
支
配
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
場
合

に
は
、
そ
の
判
断
に
幅
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
が
、
ど
の
程
度
の
「
幅
」

か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
一
部
の
学
説
が
、
川
と
は
「
記
名
保
険
者
等
が

法
的
ま
た
は
事
実
上
支
配
関
係
を
有
す
る
自
動
車
」
を
意
味
す
る
と
言
い

換
え
て
も
、
概
念
の
明
確
性
の
点
に
お
い
て
は
、
大
同
小
異
で
は
な
い
だ

ろ
、
っ
か
。

具
体
的
な
判
断
に
お
い
て
、
【
1
】
判
決
は
、
他
車
に
つ
い
て
、
被
保

険
者
に
処
分
権
が
な
い
こ
と
、
貸
借
期
間
の
限
定
が
あ
り
、
事
故
発
生
ま

で
の
使
用
期
間
が
短
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
常
時
使
用
す
る
自
動
車
に
は

該
当
し
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
被
保
険
者
が
他
車
を
借
用
し
(
処
分
権

が
な
い
て
し
か
も
使
用
期
聞
が
短
期
間
で
あ
っ
て
も
、
事
故
発
生
の
危

険
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
常
時
使
用
を
肯
定
す
べ
き
で
は
な

(
お
)

い
だ
ろ
う
か
。
支
配
説
に
つ
い
て
は
、
常
時
使
用
の
判
断
に
際
し
て
考
慮

す
る
事
情
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
具
体
的
な
判
断
は
形

式
的
で
は
あ
る
が
、
い
く
ぶ
ん
窮
屈
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
な

い
で
は
な
い
と
い
う
評
価
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
原
審
判
決
は
、
常
時
使
用
の
判
断
に
お
い
て
、
「
使

用
目
的
」
、
「
使
用
の
裁
量
」
、
「
期
間
」
、
「
維
持
管
理
」
な
ど
の
事
情
の
有
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無
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
原
審
判
決
の
解
釈
は
、
具
体
的
な
判
断

に
お
い
て
、
実
は
複
数
の
諸
事
情
を
総
合
し
て
判
断
す
る
ほ
か
な
い
こ
と

を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
審
判
決
が
考
慮
し
た
諸
事
情
は
、

実
は
、
使
用
形
態
説
が
常
時
使
用
の
判
断
に
際
し
て
考
慮
す
る
事
情
と
共

通
す
る
こ
と
に
、
注
意
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
六
同
参
照
)
。

凶

【

l
】
判
決
に
は
、
被
保
険
自
動
車
が
修
理
中
で
あ
っ
た
と
い
う

事
情
が
あ
る
。
他
車
を
借
用
し
た
被
保
険
者
を
保
護
す
べ
き
こ
と
を
考
慮

し
て
、
同
判
決
は
、
こ
の
場
合
に
限
っ
て
、
支
配
説
を
採
用
し
た
、
つ
ま

り
、
被
保
険
自
動
車
の
修
理
中
に
使
用
す
る
他
車
に
つ
い
て
支
配
説
を
支

持
し
た
も
の
と
理
解
で
き
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て

も
、
支
配
説
に
は
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。

本
件
特
約
の
適
用
に
お
い
て
、
被
保
険
自
動
車
が
運
転
不
能
の
状
態
で

あ
る
(
被
保
険
自
動
車
が
故
障
・
修
理
等
の
)
場
合
に
、
被
保
険
者
が
一

時
的
に
使
用
す
る
代
替
車
(
以
下
で
は
、
一
時
的
代
替
車
と
い
う
)
は
、

川
に
該
当
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
保
険

者
が
負
担
す
る
危
険
は
依
然
と
し
て
同
一
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
保
険
者

は
一
台
の
自
動
車
の
運
転
に
起
因
す
る
事
故
に
つ
い
て
危
険
を
負
担
す
る

に
止
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
本
件
特
約
は
、
一
時
的
代
替
車
の
使
用
の
場
合

で
あ
っ
て
も
、
拡
張
担
保
を
そ
の
内
容
と
す
る
が
、
こ
の
場
合
は
実
質
的

に
無
償
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
被
保
険
自
動
車
が
運
転
不
能
で
あ
る

場
合
に
は
、
被
保
険
者
が
借
用
し
て
運
転
す
る
一
時
的
代
替
車
に
つ
い
て
、

常
時
使
用
す
る
自
動
車
か
否
か
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い

(
幻
)

だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
支
配
説
を
前
提
と
し
、
か
っ
、
被
保
険
者
が
、
運
転
不
能
で

あ
る
被
保
険
自
動
車
の
一
時
的
代
替
車
と
し
て
他
車
を
使
用
し
た
場
合
に
、

常
時
使
用
い
か
ん
を
問
題
と
す
る
と
、
【

l
】
判
決
の
事
案
に
お
い
て
も
、

当
該
自
動
車
に
つ
い
て
常
時
使
用
を
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
被
保
険
自
動
車
が
運
転
不
能
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
一
時
的

代
替
車
の
使
用
は
、
そ
の
内
容
・
範
囲
に
お
い
て
、
所
有
す
る
自
動
車
の

(
お
)

使
用
と
同
一
で
あ
る
の
が
通
常
だ
か
ら
で
あ
る
。
不
合
理
な
結
論
を
回
避

す
る
た
め
に
は
、
一
時
的
代
替
車
の
使
用
の
場
合
に
お
け
る
被
保
険
者
等

の
保
護
い
か
ん
は
、
常
時
使
用
の
概
念
い
か
ん
の
問
題
と
は
切
り
離
し
て
、

(
明
日
)

こ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

六
山
本
件
特
約
第
二
条
本
文
お
よ
び
第
三
条
第
一
項
本
文
に
よ
る

と
、
保
険
会
社
は
、
運
転
可
能
で
あ
る
被
保
険
自
動
車
の
ほ
か
に
、
保
険

料
の
負
担
の
な
い
他
車
の
運
転
に
起
因
す
る
危
険
を
担
保
す
る
。
事
故
発

生
の
可
能
性
が
、
そ
の
頻
度
お
よ
び
継
続
期
間
の
点
に
お
い
て
、
限
定
さ

れ
て
い
る
限
り
で
、
こ
の
よ
う
な
無
償
の
拡
張
担
保
は
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
被
保
険
者
等
が
被
保
険
自
動
車
以
外
の
自
動
車
を
頻
繁
に
使
用

す
る
場
合
に
も
、
保
険
会
社
が
無
償
で
危
険
を
担
保
す
る
こ
と
は
、
他
車

北法55(1・218)218
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の
使
用
頻
度
が
高
く
な
い
保
険
契
約
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、
必

ず
し
も
公
平
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
本
件
特
約
第
二
条
た
だ
し
書
き

は
、
川
を
そ
の
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
公
平
な
結
果
が
発

生
す
る
可
能
性
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

(
初
)

ろ、っ。ω
本
件
特
約
第
二
条
た
だ
し
書
き
は
、
川
に
特
約
の
適
用
を
否
定
す

る
。
文
一
言
上
は
、
特
定
の
自
動
車
に
つ
い
て
の
「
使
用
の
常
時
性
」
を
、

本
件
特
約
の
適
用
を
否
定
す
る
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
「
使
用
の
性
質
」
は
、
合
理
的
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
二
疋
の
目

的
の
た
め
に
実
行
し
た
特
定
の
自
動
車
の
日
常
的
な
使
用
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
か
、
ま
た
は
、
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
で
あ
ろ
う
。
本
件
特
約
第

二
条
た
だ
し
書
き
は
、
以
上
の
意
味
に
お
い
て
、
「
使
用
の
常
時
性
」
を

も
っ
て
、
本
件
特
約
の
適
用
範
囲
を
確
定
し
た
も
の
と
理
解
す
る
と
、
川

に
い
う
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」
と
は
、
「
被
保
険
者
等
が
二
疋
の
目

的
の
た
め
に
日
常
的
に
使
用
可
能
で
あ
る
自
動
車
」
を
い
う
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

同
常
時
使
用
の
具
体
例
は
、
被
保
険
者
が
、
「
被
保
険
者
の
使
用
者

の
業
務
(
略
)
の
た
め
に
、
そ
の
使
用
者
の
所
有
す
る
自
動
車
」
を
運
転

す
る
場
合
で
あ
ろ
う
(
本
件
特
約
第
六
条
第
一
号
参
照
)
0

保
険
者
が
免

責
さ
れ
る
根
拠
は
、
こ
の
よ
う
な
自
動
車
の
使
用
が
、
定
型
的
に
川
に
該

(
引
)

当
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
規
定
に
着
目
し
て
、
「
一
定
の
目
的
の
た
め

に
日
常
的
に
使
用
可
能
」
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か

と
憶
測
し
て
い
る
。
被
保
険
者
が
、
業
務
の
た
め
に
使
用
者
の
所
有
す
る

自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
の
特
徴
は
、
業
務
の
範
囲
で
使
用
す
る
限
り
、

使
用
に
つ
い
て
個
別
の
同
意
を
必
要
と
せ
ず
、
使
用
の
時
な
い
し
期
間
・

場
所
等
に
つ
い
て
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合

に
は
、
事
故
発
生
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、

当
該
自
動
車
は
仰
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
保
険
者
は
免
責
さ
れ
る
と

(
幻
)

解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

従
来
の
判
例
は
、
常
時
使
用
の
判
断
に
際
し
て
、
(
ア
)
使
用
上
の
裁

(お

)

(

M

)

量
の
程
度
、
(
イ
)
使
用

E
的
、
(
ウ
)
使
用
期
間
及
び
(
エ
)
使
用
回
数
・

(
お
)

頻
度
等
の
事
情
を
総
合
的
に
考
鹿
し
て
い
る
。
従
来
の
判
例
理
論
は
、
基

(
お
)

本
的
に
は
、
右
の
解
釈
と
共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

凶
本
判
決
は
、
当
該
自
動
車
が
川
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
「
使
用

形
態
か
ら
み
て
日
常
的
に
使
用
し
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
個
別

的
、
一
時
的
な
使
用
許
可
で
は
な
く
、
包
括
的
な
使
用
許
可
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
か
百
か
の
観
点
か
ら
」
判
断
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
こ
の
判
断

(
幻
)

基
準
に
は
、
明
確
で
は
な
い
点
が
な
い
で
は
な
い
。

し
か
し
、
本
判
決
は
、

vu
は
、
貸
借
期
間
中
は
、

V

れ
の
「
包
括
的
な
使

用
許
可
」
に
よ
り
、
通
常
の
使
用
方
法
に
よ
り
自
由
に
本
件
ミ
ニ
キ
ヤ
ブ
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を
使
用
で
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
判
旨
は
、
右
の
(
ア
)
(
イ
)

に
関
連
す
る
事
情
で
あ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
使
用
方
法
お
よ
び
使

用
目
的
に
お
け
る
裁
量
の
範
囲
が
広
い
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
解
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
本
判
決
は
、
三
か
月
と
い
う
借
入
期
間
は
「
一
時
的
な
い

し
臨
時
的
」
の
観
念
を
越
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
右
の

(
ウ
)
に
関
連
す
る
判
断
で
あ
る
。
従
来
の
判
例
を
前
提
と
す
る
と
、
以

上
の
諸
事
情
は
、
本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
を
川
に
該
当
す
る
も
の
判
断
す
る
に

十
分
な
事
情
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
の
結
論
は
正
当
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。

同
常
時
使
用
す
る
自
動
車
か
否
か
の
判
断
は
、
具
体
的
に
は
、
困
難

な
場
合
が
な
い
で
は
な
い
。
本
件
に
お
け
る
よ
う
に
、
原
審
と
控
訴
審
に

(
お
)

お
い
て
、
結
論
が
分
か
れ
る
事
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
特
約
|
|

(
鈎
)

ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
有
用
な
特
約
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
ー
ー

が
「
常
時
使
用
」
の
文
言
を
用
い
て
い
る
以
上
、
そ
の
具
体
的
な
適
用
に

お
い
て
結
論
が
分
か
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
一

時
的
代
替
車
の
場
合
に
も
、
常
時
使
用
い
か
ん
を
問
題
と
す
る
と
、
常
時

使
用
の
概
念
は
不
明
確
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
な
い
で
は
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
常
時
使
用
の
問
題
を
生
じ
な
い
と
い
う

解
釈
が
可
能
で
あ
れ
ば
(
五
凶
参
照
)
、
本
件
特
約
の
趣
旨
・
目
的
に
つ

い
て
は
異
論
が
な
い
以
上
、
常
時
使
用
の
概
念
の
解
釈
お
よ
び
そ
の
具
体

的
な
適
用
に
お
い
て
、
共
通
し
た
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
し
て
い
る
。

七
以
上
の
と
お
り
、
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」
の
解
釈
及
び
適
用

に
お
い
て
、
本
判
決
は
正
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
被
保
険
自
動
車

が
譲
渡
さ
れ
て
い
た
点
に
、
特
別
の
考
慮
が
必
要
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

本
件
を
、
一
時
的
代
替
車
の
使
用
の
場
合
(
五
凶
参
照
)
と
同
様
に
扱
う

(
常
時
使
用
の
場
合
に
も
本
件
特
約
の
適
用
を
肯
定
す
る
)
余
地
が
な
い

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
被
保
険
自
動
車
が
す
で
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
の

で
、
被
保
険
者
が
被
保
険
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
は
事
実
上
あ
り
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
時
的
代
替
車
の
使
用
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

本
件
特
約
は
、
被
保
険
自
動
車
以
外
の
他
車
の
使
用
に
よ
る
危
険
を
拡
張

担
保
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
拡
張
担
保
が
合
理
的
で
あ
る
た

め
に
は
、
被
保
険
自
動
車
に
つ
い
て
通
常
の
使
用
が
不
能
な
い
し
困
難
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
は
な

(
刊
)

い
だ
ろ
う
か
。
正
当
な
理
由
と
は
、
当
該
自
動
車
自
体
に
関
す
る
も
の
(
構

造
上
の
欠
陥
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
調
整
を
必
要
と
す
る
等
の
場
合
)
で

(
H
U
)
 

あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
と
す
る
と
、
本
件
特
約
の
適
用
範
囲

が
不
明
確
に
な
る
虞
が
な
い
で
は
な
い
。
被
保
険
自
動
車
の
譲
渡
の
場
合

は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
該
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
と

お
り
と
す
る
と
、
本
件
ミ
ニ
キ
ャ
ブ
は
被
保
険
者
が
「
常
時
使
用
す
る
自

北法55(1. 220) 220 



動
車
」
に
該
当
し
、
し
た
が
っ
て
、

vu
を
免
責
さ
せ
た
本
判
決
の
結
論
は

依
然
と
し
て
正
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

民事判例研究

(
l
)
自
家
用
自
動
車
総
合
保
険
普
通
保
険
約
款
第
六
章
一
般
条
項
第

五
条
第
一
項
参
照
。

(
2
)
保
険
毎
日
新
聞
社
編
・
自
家
用
自
動
車
総
合
保
険
の
解
説
[
二

0
0
二
年
版
]
(
以
下
で
は
、
「
総
合
保
険
の
解
説
」
で
引
用
す
る
)

一
二
八
頁
は
、
こ
の
場
合
、
保
険
契
約
上
の
権
利
義
務
は
、
「
(
も

と
の
)
保
険
契
約
者
お
よ
び
賠
償
責
任
条
項
の
記
名
被
保
険
者
に

留
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
3
)
石
田
満
・
本
件
判
例
研
究
・
損
害
保
険
研
究
六
三
巻
三
号
一
九

五
頁
参
照
。

(
4
)
自
家
用
自
動
車
総
合
保
険
普
通
保
険
約
款
・
他
車
運
転
危
険
担

保
特
約
(
以
下
で
は
、
本
件
特
約
と
い
う
)
第
七
条
第
二
項
参
照
。

(
5
)
自
家
用
自
動
車
総
合
保
険
普
通
保
険
約
款
第
六
章
一
般
条
項
第

五
条
第
二
項
は
、
「
当
会
社
は
、
被
保
険
自
動
車
の
譲
渡
さ
れ
た

後
(
略
)
に
、
被
保
険
自
動
車
に
つ
い
て
生
じ
た
事
故
に
よ
る
損

害
ま
た
は
傷
害
に
対
し
て
は
、
保
険
金
を
支
払
い
ま
せ
ん
」
と
規

定
す
る
。

(6)
総
合
保
険
の
解
説
二
一
八
頁
、
鴻
常
夫
(
編
)
・
註
釈
自
動
車
保

倹
約
款
(
下
)
一
二
九
頁
(
西
嶋
梅
治
担
当
)
参
照
。

(
7
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
田
・
前
掲
研
究
一
九
六
頁
が
詳
細
な

研
究
を
試
み
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

(8)
自
家
用
自
動
車
総
合
保
険
普
通
保
険
約
款
第
六
章
一
般
条
項
第

六
条
参
照
。

(
9
)
自
家
用
自
動
車
総
合
保
険
普
通
保
険
約
款
・
被
保
険
自
動
車
の

入
替
に
お
け
る
自
動
担
保
特
約
第
一
条
、
第
二
条
参
照
。

(
叩
)
本
件
特
約
第
一
条
第
一
項
参
照
。
同
特
約
は
、
被
保
険
自
動
車

の
用
途
お
よ
び
車
種
が
、
自
家
用
普
通
乗
用
車
、
自
家
用
小
型
乗

用
車
、
自
家
用
軽
四
輪
乗
用
車
、
自
家
用
小
型
貨
物
車
ま
た
は
自

家
用
軽
四
輪
貨
物
車
で
あ
り
、
そ
の
所
有
者
及
び
記
名
被
保
険
者

が
個
人
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
適
用
が
あ
る
。

(
日
)
本
件
特
約
第
三
条
第
一
項
参
照
。
保
険
会
社
は
、
記
名
被
保
険

者
等
が
、
「
自
ら
運
転
者
と
し
て
運
転
中
(
駐
車
ま
た
は
停
車
中

を
除
き
ま
す
O
i
-
-
・
)
の
他
の
自
動
車
を
被
保
険
自
動
車
と
み
な

し
て
、
被
保
険
自
動
車
の
保
険
契
約
の
条
件
に
従
い
、
普
通
保
険

約
款
賠
償
責
任
条
項
」
を
適
用
す
る
。

(
ロ
)
本
件
特
約
の
採
用
以
来
、
割
増
保
険
料
は
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
、

保
険
毎
日
新
聞
社
編
・
新
自
動
車
保
険
約
款
の
解
説
(
以
下
で
は
、

「
新
約
款
の
解
説
」
で
引
用
す
る
)
(
昭
和
四
七
年
)
一
一
一
頁
参
照
。

(
日
)
本
件
特
約
第
二
条
本
文
参
照
。
本
件
特
約
に
い
う
「
他
の
自
動

車
」
は
、
「
記
名
被
保
険
者
、
そ
の
配
偶
者
(
略
)
ま
た
は
記
名

被
保
険
者
も
し
く
は
そ
の
配
偶
者
の
同
居
の
親
族
」
が
「
所
有
す

る
自
動
車
(
所
有
権
留
保
条
項
付
売
買
契
約
に
よ
り
購
入
し
た
自

動
車
、
お
よ
び
一
年
以
上
を
期
間
と
す
る
貸
借
契
約
に
よ
り
借
り
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入
れ
た
自
動
車
を
含
み
ま
す
。
:
:
:
ご
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ

て
、
そ
の
用
途
お
よ
び
車
種
が
、
自
家
用
普
通
乗
用
車
、
自
家
用

小
型
乗
用
車
、
自
家
用
軽
四
輪
乗
用
車
、
自
家
用
小
型
貨
物
車
ま

た
は
自
家
用
軽
四
輪
貨
物
車
で
あ
る
も
の
を
い
う
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。

(
日
)
本
件
特
約
第
二
条
た
だ
し
書
き
参
照
。
本
件
特
約
に
い
う
「
他

の
自
動
車
」
か
ら
、
「
記
名
被
保
険
者
、
そ
の
配
偶
者
ま
た
は
記

名
被
保
険
者
も
し
く
は
そ
の
配
偶
者
の
同
居
の
親
族
が
常
時
使
用

す
る
自
動
車
を
除
き
ま
す
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
本
件
特
約
は
、
ア
メ
リ
カ
の
家
庭
用
自
動
車
保
険
証
券

(
司
自
己
可

E
S
E
C
Z
m
E
S
-
以
下
で
明
追
と
略
す
)
を
参
考

に
し
て
、
昭
和
四
七
年
一

O
月
一
日
施
行
の
新
自
動
車
保
険
普
通

保
険
約
款
の
特
約
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ

い
て
は
、
林
坊
「
他
車
運
転
危
険
担
保
特
約
の
検
討
」
商
事
法
の

展
望
(
竹
内
昭
夫
先
生
追
悼
論
文
集
)
五
四
七
頁
以
下
参
照
。

本
件
特
約
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
本
的
な
部
分
で
は
、
そ
の
後

の
約
款
の
改
訂
に
も
拘
わ
ら
ず
、
変
更
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本

件
特
約
は
、
自
家
用
自
動
車
総
合
保
険
に
自
動
付
帯
さ
れ
て
い
る

特
約
で
あ
る
が
、
割
増
保
険
料
の
徴
収
が
な
い
こ
と
、
い
わ
ゆ
る

上
積
み
保
険
で
あ
り
、
他
車
の
「
常
時
使
用
」
(
た
だ
し
、

F
A

P
で
は
お
伺
E
R
E回
目
)
の
場
合
に
は
保
険
者
が
免
責
さ
れ
る
こ
と

等
の
諸
点
に
お
い
て
、
同
U

〉
司
と
共
通
す
る
。

(
日
)
名
古
屋
地
判
平
成
二
年
二
月
二
八
日
判
例
時
報
一
三
七
九
号
八

八
頁
。

(
げ
)
東
京
高
判
平
成
一
四
年
二
一
月
二
五
日
判
例
時
報
一
八
一
一
一
一
号

一
五
三
頁
。

(
同
)
林
・
前
掲
論
文
五
四
八
頁
以
下
参
照
。

(
凶
)
出
口
正
義
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
一

O
二
八
号
二
O
五
頁
、
今
井
薫
・

損
害
保
険
判
例
百
選
[
第
二
版
]
一
四
五
頁
は
、
仙
の
常
時
使
用

す
る
自
動
車
と
は
「
記
名
保
険
者
等
が
法
的
ま
た
は
事
実
上
支
配

関
係
を
有
す
る
自
動
車
」
で
あ
る
と
解
す
る
。
し
か
し
、
記
名
被

保
険
者
が
借
用
し
た
自
動
車
は
、
法
的
な
支
配
関
係
(
こ
の
内
容

が
明
確
で
は
な
い
が
)
に
あ
る
自
動
車
で
あ
る
(
使
用
貸
借
関
係

が
あ
る
、
民
法
五
九
三
条
以
下
)
と
理
解
さ
れ
る
が
、
当
然
に
常

時
使
用
す
る
自
動
車
に
該
当
す
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
事

実
上
の
支
配
関
係
を
有
す
る
自
動
車
が
ど
の
よ
う
な
自
動
車
を
意

味
す
る
か
も
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
で
よ
う
で
あ
る
。

(
却
)
【
l
】
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
山
下
丈
・
判
例
評
論
四
九
六
号
一

九
七
頁
が
あ
る
。
な
お
、
本
件
原
審
判
決
お
よ
び
【
1
】
判
決
の

採
用
す
る
支
配
説
を
支
持
す
る
学
説
と
し
て
は
、
山
野
嘉
朗
・
判

例
タ
イ
ム
ズ
一

O
六
回
号
五
三
頁
が
あ
る

(
幻
)
【

I
}
判
決
は
、
被
告
で
あ
る
保
険
会
社
は
、
記
名
被
保
険
者
が

「
婚
約
者
と
の
食
事
や
買
い
物
に
も
自
由
に
使
用
で
き
る
立
場
に

あ
っ
た
旨
を
主
張
す
る
が
、
右
の
程
度
の
使
用
は
、
修
理
車
の
代

替
車
両
と
し
て
借
り
受
け
た
以
上
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
代
替
車

両
と
し
て
の
使
用
限
度
を
何
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
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べ
て
い
る
。

(
幻
)
た
と
え
ば
、
【
3
】
前
橋
地
判
昭
和
五
九
年
三
月
二
一
O
日
自
動
車

保
険
金
請
求
訴
訟
事
件
判
決
集
第
六
巻
五
人
頁
は
、
当
該
自
動
車

に
つ
い
て
、
「
被
保
険
者
が
、
被
保
険
自
動
車
以
外
の
自
動
車
を
自

由
に
支
配
し
て
い
る
状
態
で
右
臨
時
性
の
認
め
ら
れ
な
い
自
動
車
」

で
あ
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
【
4
}
函
館
地
判
平
成
元
年
七
月
一

一
一
日
判
例
時
報
二
三
二
五
号
一
三
三
頁
は
、
【
2
】
判
決
(
ア
)
と

同
旨
を
述
べ
た
う
え
で
、
被
保
険
者
は
、
所
有
者
か
ら
自
動
車
の

「
自
由
な
運
転
使
用
を
委
ね
ら
れ
て
こ
れ
を
引
き
渡
さ
れ
た
」
も

の
と
判
断
し
て
、
当
該
自
動
車
が
常
時
使
用
す
る
自
動
車
に
該
当

す
る
と
し
て
い
る
。
【
5
}
東
京
地
判
平
成
三
年
一
月
一
八
日
交
通

民
集
二
四
巻
一
号
五
六
頁
も
、
被
保
険
者
に
よ
る
使
用
形
態
に
着

目
し
、
か
っ
、
被
保
険
者
に
は
「
事
故
発
生
車
に
対
す
る
所
有
意

思
が
認
め
ら
れ
」
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
当
該
自
動
車
は
常
時
使

用
す
る
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。

比
較
的
最
近
で
は
、
【
6
】
大
坂
地
判
平
成
一

O
年
一
月
二
七
交

通
民
集
一
一
一
一
巻
一
号
八
七
頁
が
、
【
2
}
判
決
(
ア
)
と
同
旨
を
前

提
と
し
て
、
被
保
険
者
が
他
車
を
「
日
常
的
に
使
用
し
て
い
た
L

も
の
と
解
し
て
、
当
該
自
動
車
が
常
時
使
用
す
る
自
動
車
に
該
当

す
る
と
し
て
い
る
。
本
判
決
以
後
の
例
と
し
て
は
、
本
判
決
と
ほ

ぼ
同
旨
を
述
べ
て
い
る
【
7
】
名
古
屋
地
裁
岡
崎
支
判
平
成
一
四

年
六
月
二
O
日
自
動
車
保
険
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
四
九
六
号
四
頁
、

{
2
】

判
決
(
ア
)
と
同
旨
を
述
べ
た
う
え
で
、
当
該
自
動
車
の
使
用
形

態
を
問
題
と
し
て
い
る
【

8
】
名
古
屋
高
判
平
成
一
五
年
五
月
一

五
日
自
動
車
保
険
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
四
九
六
号
二
頁
が
あ
る
。

(
お
)
注
(
ゆ
)
に
引
用
の
学
説
で
あ
る
。

(
剖
)
新
約
款
の
解
説
一
一
一
一
五
頁
、
鴻
常
夫
(
編
)
・
前
掲
書
一
一
一
一
一
良

以
下
(
西
嶋
梅
治
担
当
)
、
石
田
満
・
保
険
判
例
の
研
究
I
(
一
九

九
五
年
)
二
二
四
頁
、
加
瀬
幸
喜
・
自
動
車
保
険
の
法
律
問
題
(
金

融
商
事
判
例
、
別
冊
第
三
号
)
一
五
四
頁
以
下
、
金
津
理
H
塩
崎

勤
(
編
)
・
裁
判
実
務
大
系
出
四
一
九
頁
以
下
(
和
根
崎
直
樹
担
当
)

参
照
。

(
お
)
す
で
に
、
新
約
款
の
解
説
二
三
五
頁
が
、
こ
の
趣
旨
を
述
べ
て

い
た
。
総
合
保
険
の
解
説
一
一
一
一
頁
も
同
じ
。

(
お
)
た
と
え
ば
、
被
保
険
者
が
、
他
車
を
借
用
し
て
(
処
分
権
が
な

い
)
、
こ
れ
を
自
動
車
に
関
連
し
な
い
営
業
の
た
め
に
毎
日
使
用

す
る
場
合
に
は
、
事
故
発
生
の
可
能
性
が
高
く
、
し
た
が
っ
て
、

保
険
者
を
免
責
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
貸
借
期
間
が
比
較
的
短
期
間

で
あ
っ
て
も
、
同
様
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

{
1
】
判
決
の
支
配

説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

(
幻
)
林
・
前
掲
論
文
五
五
八
頁
以
下
参
照
。
司
〉
唱
は
、
「
故
障
、
修

理
、
修
繕
、
損
傷
ま
た
は
破
壊
」
の
た
め
、
被
保
険
自
動
車
の
「
正

常
な
使
用
」
が
で
き
な
い
と
き
に
、
一
時
的
に
代
替
自
動
車
と
し

て
使
用
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
、
常
時
使
用
の
免
責
を
認
め
て
い

な
し
。

(お
)
{
l
】
判
決
は
、
本
文
三
及
び
注
(
幻
)

に
引
用
し
た
事
実
を
指
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摘
し
て
、
当
該
自
動
車
は
川
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
。

し
か
し
、
本
文
に
述
べ
た
と
お
り
、
一
時
的
代
替
車
の
使
用
は
、

期
間
の
限
定
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
・
範
囲
に
お
い
て
、
所
有
す

る
自
動
車
の
使
用
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
、
通
常
で
あ
ろ
う
。
注

(
幻
)
の
事
実
は
、
こ
の
こ
と
を
間
接
的
に
示
す
事
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、

{
1
】
判
決
の
事
案
で
は
、
修
理
依
頼
は
平
成
七
年
六
月

八
日
こ
ろ
で
あ
り
、
修
理
完
了
は
六
月
下
旬
こ
ろ
の
予
定
で
あ
り
、

修
理
期
間
中
に
使
用
す
る
自
動
車
と
し
て
借
り
受
け
た
こ
と
、
事

故
発
生
は
同
月
一
一
一
日
で
あ
る
等
の
事
実
を
考
慮
す
る
と
、
予
定

さ
れ
て
い
た
使
用
期
間
(
約
二
0
日
間
)
は
必
ず
し
も
短
い
と
は

い
え
な
い
。
【
1
】
判
決
は
、
常
時
使
用
い
か
ん
を
問
題
と
す
る
と
、

支
配
説
を
前
提
と
し
て
も
、
常
時
使
用
を
肯
定
し
て
、
保
険
者
を

免
責
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
例
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ

、っか。

(
却
)
林
・
前
掲
論
文
五
四
七
頁
以
下
は
、
ア
メ
リ
カ
の
明
k

屯
を
参
考

と
し
て
、
被
保
険
自
動
車
が
運
転
不
能
で
あ
る
場
合
と
運
転
可
能

な
場
合
を
区
別
し
、
後
者
の
場
合
に
は
保
険
者
が
被
保
険
自
動
車

以
外
の
自
動
車
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、

結
論
に
お
い
て
、
他
車
の
常
時
使
用
に
よ
る
免
責
は
後
者
の
場
合

に
限
っ
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
し
た
。
こ
の
結
論

を
導
く
た
め
の
法
律
構
成
と
し
て
、
林
・
前
掲
論
文
五
七
四
頁
注

(
4
)
で
は
、
未
熟
か
つ
粗
朱
な
試
論
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
場

合
に
約
款
解
釈
に
つ
い
て
、
「
作
成
者
不
利
の
原
則
」
の
適
用
の

可
能
性
を
示
唆
し
た
。
な
お
、
同
原
則
の
実
定
法
上
の
根
拠
に
つ

い
て
は
、
林
・
判
例
評
論
五
三
九
号
一
九
六
頁
以
下
参
照
。

(
却
)
林
・
前
掲
論
文
五
六
二
頁
以
下
参
照
。
保
険
者
の
視
点
か
ら
は
、

本
件
特
約
第
二
条
た
だ
し
書
き
は
、
保
険
制
度
と
し
て
の
本
件
特

約
が
存
在
・
機
能
す
る
た
め
の
「
保
護
機
構
(
凹
民

aE邑
)
」
と
位

置
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
出
)
本
文
の
事
例
の
ほ
か
、
本
件
特
約
は
、
「
記
名
被
保
険
者
も
し
く

は
そ
の
配
偶
者
の
同
居
の
親
族
が
所
有
す
る
自
動
車
」
(
本
件
特
約

第
二
条
本
文
)
の
場
合
に
も
、
事
実
上
「
常
時
使
用
す
る
自
動
車
」

に
該
当
す
る
可
能
性
の
高
い
こ
と
に
着
目
し
て
、
保
険
者
を
免
責

さ
せ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
、
回

E
ロ
向
子
〉
Z円
O
B
O
E叩
阿

国

師

Z
E
R
O
-

-
唱

E-
同
こ
ヨ
参
照
。

(
詑
)
林
・
前
掲
論
文
五
六
七
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
注
(
辺
)
に
引
用
の
【
3
】【
4
}
判
決
の
ほ
か
、

{
6
】【

8
】

判
決
が
考
慮
し
て
い
る
。

(
但
)
注
(
幻
)
に
引
用
の
【

3
】【
4
】
{
5
】
判
決
の
ほ
か
、
【

8
】

判
決
が
考
慮
し
て
い
る
。

(
お
)
注
(
辺
)
に
引
用
の
【
3
】【
4
}
{
5
】
判
決
の
ほ
か
、
【
6
】

【8
】
判
決
が
考
慮
し
て
い
る
。

(
お
)
判
例
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
林
・
前
掲
論
文
五
五
二
頁
以
下
参

刃
首
“
。

(
幻
)
本
判
決
は
、
「
使
用
の
形
態
か
ら
み
て
日
常
的
に
使
用
し
て
い
る

か
否
か
」
と
い
う
基
準
と
「
そ
れ
が
:
:
:
包
括
的
な
使
用
許
可
に
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基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
基
準
を
「
ま
た
」
と
い
う

文
言
で
つ
な
い
で
い
る
が
、
両
者
の
関
係
が
明
確
で
は
な
い
か
に

見
え
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

(
お
)
本
件
の
ほ
か
に
、
【
7
】
判
決
お
よ
び
そ
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る

【8
}
判
決
も
、
こ
の
よ
う
な
例
に
当
た
る
。

(
却
)
林
・
前
掲
論
文
五
四
八
頁
以
下
参
照
。

(
刊
)
明
〉
司
は
、
「
故
障
、
修
理
、
修
繕
、
損
傷
ま
た
は
破
壊
」
の
た

め
、
被
保
険
自
動
車
の
「
正
常
な
使
用
」
が
で
き
な
い
と
き
に
、

被
保
険
者
が
他
車
を
使
用
し
た
場
合
に
、
保
険
者
が
そ
の
危
険
を

担
保
す
る
と
し
て
い
る
、
林
・
前
掲
論
文
五
五
人
頁
以
下
参
照
。

(
引
)
被
保
険
自
動
車
が
譲
渡
さ
れ
た
後
に
、
被
保
険
者
が
他
車
を
運

転
し
た
と
し
て
も
、
司
馬
の
「
一
時
的
代
替
車
」
に
関
す
る
保
護

が
な
い
こ
と
に
は
、
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
、
宮
口
問
・
列
島

S
F

臣
n
C唱
え
亡
谷
口
町
三

g
E
g
g
-〈
。

-ZEn--
宝・
5
[
N
]

参
照
。
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*
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
解
説
・
評
釈
が
あ
り
、
種
々
の
教
示

を
得
た
、
石
田
満
・
損
害
保
険
研
究
六
=
一
巻
三
号
一
八
九
頁
、
武
知
正

芳
・
私
法
判
例
リ
1
マ
l
ク
ス
一
一
一
一
一
号
九
六
頁
以
下
、
冨
上
智
子
・
判

例
タ
イ
ム
ズ
一
一
一
一
五
号
一
二
六
頁
以
下
、
新
津
桂
子
・
自
動
車
保
険

研
究
六
号
一
六
九
頁
以
下
、
山
口
裕
博
・
判
例
評
論
五
二
一
号
一
九
一
一
一

頁
、
山
野
嘉
朗
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
O
六
四
号
四
七
頁
。
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